
院⻑の独り⾔

 (201７年３⽉１０⽇執筆)

⾃信喪失

怒り

 ⽇本の病院のうち公的病院は約20%、⺠間病院は約80%です。しかし、経営のあり⽅には

根本的な違いがあります。

���公的病院は経営が⾚字になっても補助⾦で⽳埋めされますが、⺠間病院は⾚字が続けば

倒産します。公的病院の建築費や⼟地代を病院が⽤意する必要はなく、施設・設備には補

助⾦が出され、しかも税⾦はかかりません。⺠間病院ではすべての費⽤が⾃⼰負担で、利益

が出れば重い法⼈税が課せられます。公的病院と⺠間病院の看護師の給与には⼤きな差

があります。公的病院の准看護師の平均給与は⺠間病院の看護師よりも⾼いのです！病院

がいくら⾚字を続けていても、⻑く勤務すればどんどん給与が上がっていくのが公務員の給

与システムだからです。⽇本病院会の常任理事は、「本来はセーフティネットを公的病院が

やるべきなのに、そうなってない。急性期医療を官がやって、療養型などコストのかかる患者

が⺠間に流れているのです」と⾔います。

  ⽇本総研の記事によりますと、⾃治体病院は次の４つに⼤別されます。がん・難病治療等

の⾼度専⾨医療を提供する病院、医療過疎等の⺠間医療機関の供給が不⾜している地域

病院（シビル・ミニマムの点から⾃治体が提供すべき）、⼩児医療・救急医療等の地域に不

⾜している診療科を提供する病院は⾃治体が担ってもいいが、⺠間医療機関と完全に競合

している病院は、⾏政の事業範囲なのかを再検討すべきであるとしています。

��さて、規模の⼤きい⺠間医療機関が存在していて、その⺠間医療機関が⼩児医療・救急医

療等の地域に不⾜している医療を⾏っていて、本来は公的病院がやるべきセーフティネット

をやっておらず、急性期医療はもとより療養型などコストのかかる医療も⺠間医療機関が

やっている地域があるとして、そのような地域に公的病院は必要だと思いますか？

院長の独り言

今 か ら 1 7 年 前 2 0 0 0 年 に 、 胆 振 の 小 さ な 町 の 病 院 で 院 長 を し て い た と き 、 敷 地 内 を 禁 煙 と す る こ と に し ま し た 。 J R 北 海 道 の 全 列 車 が 全 面 禁 煙 に な っ た の が 2 0 0 6 年 3 月 1 8 日 で す 。 当 時 は 管 轄 の 保 健 所 か ら は 英 断 に 賛 辞 が 寄 せ ら れ ま し た 。 し か し 、 そ こ で 待 っ た を か け た の が そ の 病 院 の 上 部 組 織 の 理 事 会 で し た 。 そ の 理 由 は 「 患 者 サ ー ビ ス が 低 下 す る 」 と い う 耳 を 疑 う も の で す 。 当 時 す で に 喫 煙 や 副 流 煙 の 害 は 明 白 で あ っ た に も 関 わ ら ず 、 病 院 と い う 場 所 で 喫 煙 で き る こ と が 患 者 サ ー ビ ス と 言 わ れ 絶 句 し ま し た 。
　厚労省は当初2020年のオリンピック・パラリンピックを目指して、公共の場所はもとより飲食店も原則禁煙とする案を発表しました。これに猛然と反旗を翻したのが自民党の「たばこ議員連盟」（衆参両院280名）です。彼らの主張は分煙を徹底して喫煙者の権利を守れというものです。平成28年の喫煙率は、男性29.7％女性9.7％ですから８割以上の人はタバコを吸っていないのが現状です。しかも完全にタバコの煙を100％遮断する喫煙室を作るには竜巻並みのエネルギーが必要で、『完全な分煙』など不可能です。今の基準では隙間から煙がもれもれで、しかも喫煙室の中から出てきた人にはPM2.5が大量に付着しているのです。たばこの害を防ぐためには、喫煙室を作るのではなく建物を禁煙にするしか方法はありません。飲食店の中にはつぶれるところも出るという感情論がありますが、愛知県の調査では全面禁煙にした1,163店のうち95％で売り上げが変わらなかったそうです。
　 国 立 が ん 研 究 セ ン タ ー は 、 た ば こ を 吸 っ て い な く て も 、 受 動 喫 煙 に よ っ て 死 亡 す る 人 が 、 年 間 1 5 , 0 0 0 人 に の ぼ る と 推 計 し ま し た 。 交 通 事 故 で 亡 く な る 人 数 の 4 倍 で す 。 こ れ は も は や マ ナ ー の 問 題 で も 、 喫 煙 の 権 利 の 問 題 で も な く 、 喫 煙 防 止 に 強 制 力 の あ る 法 律 が な い 世 界 最 低 レ ベ ル の 日 本 の 健 康 意 識 が 問 わ れ て い る の で す 。

～療養病床の目的と今後～

 医療区分3は、⼈⼯呼吸器を使っている、�24時間点滴をしている、�酸素吸⼊が
必要であるなど、医師と看護師によって常時監視�・�管理が必要な重症者です。�医
療区分2は、�病気そのものが難病（� 多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、�重症の
パーキンソン病、�重症の慢性閉塞性肺疾患など）の場合と病状が悪化して治療が
いる場合（肺炎、急性尿路感染、褥瘡など）�または⼈⼯透析、�気管切開、頻回の喀
痰吸引のように医療内容が専⾨的であるものです。��これら以外の、�必要とする医
療が外来や訪問診療でも可能なものは医療区分1になります。

 平成30年度からは、病院が療養病床を維持するためには、�医療区分1の患者さんの割合を20％以下に
しなければならなくなります。��⾏くところがない、�施設は経済的に無理だ、�というのは療養病床に⼊院して
いる理由にはなりません。現、�医療区分1で療養病床に⼊院している患者さん
とご家族には、�今後退院後の⾏き先についてご相談させていただきますので宜
しくお願いします。どの医療区分に相当するか分からない⽅はご遠慮なく病院ス
タッフにお尋ね下さい。

今から17年前2000年に、胆振の小さな町の病院で院長をしていたとき、敷地内を禁煙とすることにしました。JR北海道の全列車が全面禁煙になったのが2006年3月18日です。当時は管轄の保健所からは英断に賛辞が寄せられました。しかし、そこで待ったをかけたのがその病院の上部組織の理事会でした。その理由は「患者サービスが低下する」という耳を疑うものです。当時すでに喫煙や副流煙の害は明白であったにも関わらず、病院という場所で喫煙できることが患者サービスと言われ絶句しました。
　厚労省は当初2020年のオリンピック・パラリンピックを目指して、公共の場所はもとより飲食店も原則禁煙とする案を発表しました。これに猛然と反旗を翻したのが自民党の「たばこ議員連盟」（衆参両院280名）です。彼らの主張は分煙を徹底して喫煙者の権利を守れというものです。平成28年の喫煙率は、男性29.7％女性9.7％ですから８割以上の人はタバコを吸っていないのが現状です。しかも完全にタバコの煙を100％遮断する喫煙室を作るには竜巻並みのエネルギーが必要で、『完全な分煙』など不可能です。今の基準では隙間から煙がもれもれで、しかも喫煙室の中から出てきた人にはPM2.5が大量に付着しているのです。たばこの害を防ぐためには、喫煙室を作るのではなく建物を禁煙にするしか方法はありません。飲食店の中にはつぶれるところも出るという感情論がありますが、愛知県の調査では全面禁煙にした1,163店のうち95％で売り上げが変わらなかったそうです。
　国立がん研究センターは、たばこを吸っていなくても、受動喫煙によって死亡する人が、年間15,000人にのぼると推計しました。交通事故で亡くなる人数の4倍です。これはもはやマナーの問題でも、喫煙の権利の問題でもなく、喫煙防止に強制力のある法律がない世界最低レベルの日本の健康意識が問われているのです。

　 今から17年前2000年に、胆振の小さな町の病院で院長をしてい
たとき、敷地内を禁煙とすることにしました。JR北海道の全列車が
全面禁煙になったのが2006年3月18日です。当時は管轄の保健所
からは英断に賛辞が寄せられました。
　 しかし、そこで待ったをかけたのがその病院の上部組織の理事
会でした。その理由は「患者サービスが低下する」という耳を疑うも
のです。当時すでに喫煙や副流煙の害は明白であったにも関わら
ず、病院という場所で喫煙できることが患者サービスと言われ絶
句しました。

　　　　　　厚労省は当初2020年のオリンピック・パラリンピックを
　　　　　目指して、公共の場所はもとより飲食店も原則禁煙と
　　　　   る案を発表しました。これに猛然と反旗を翻したのが自
　　　　  民党の「たばこ議員連盟」（衆参両院280名）です。彼らの
　　　　  主張は分煙を徹底して喫煙者の権利を守れというもの
　　　　  です。
　　　

平成28年の喫煙率は、男性29.7％女性9.7％ですから８割以上の人
はタバコを吸っていないのが現状です。しかも完全にタバコの煙を
100％遮断する喫煙室を作るには竜巻並みのエネルギーが必要
で、『完全な分煙』など不可能です。今の基準では隙間から煙がも
れもれで、しかも喫煙室の中から出てきた人にはPM2.5が大量に
付着しているのです。たばこの害を防ぐためには、喫煙室を作るの
ではなく建物を禁煙にするしか方法はありません。飲食店の中には
つぶれるところも出るという感情論がありますが、愛知県の調査で
は全面禁煙にした1,163店のうち95％で売り上げが変わらなかった
そうです。
　
　 国立がん研究センターは、たばこを吸っていなくても、受動喫煙
によって死亡する人が、年間15,000人にのぼると推計しました。交
通事故で亡くなる人数の4倍です。これはもはやマナーの問題でも、
喫煙の権利の問題でもなく、喫煙防止に強制力のある法律がない
世界最低レベルの日本の健康意識が問われているのです。
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